
1 

 

神奈川県監査委員公表第８号 

 

監査の結果により講じた措置について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定に基づき、神奈川県教育委員会教育

長から監査の結果により措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

  令和５年４月 14日 

 

神奈川県監査委員  村  上  英  嗣 

同                吉  川  知 惠 子 

同                中  家  華  江 

同                堀  江  則  之 

同                小  島  健  一 

 

１ 措置の対象となった監査の結果 

令和４年 11月８日神奈川県監査委員公表第 25号で公表した不適切事項又は要改善事項のうち教育

委員会分（既報告の８か所を除く。）58か所に係る 74事項 

２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

本庁機関で認められた不適切事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

行政部財務課 令和４年８月

１日（令和４

年６月２日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ ストレスチェック助言指導

者等派遣業務委託ほか１件

（ 単 価 契 約 、 支 払 額 計

4,641,065円）について、再

度入札の不調による随意契約

の締結に当たり、神奈川県財

務規則運用通知に定める見積

合せを省略できる要件に該当

しないにもかかわらず、一者

随意契約を行っていた。 

２ 令和３年度職員ＰＣＲ検査

業務委託契約（単価契約、支

払額 1,223,200円）につい

て、平成20年３月28日付け会

計局総務課長通知に反し、予

定価格が100万円を超える随

意契約であったにもかかわら

ず、契約結果を公表していな

かった。 

３ 県立学校等自家用電気工作

 

不適切事項の契約事務につい

ては、次のとおり措置した。 

１ ストレスチェック助言指導

者等派遣業務委託ほか１件に

ついては、入札に係る関係規

定の認識が不足していたこと

によるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解向

上を図ることにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

２ 令和３年度職員ＰＣＲ検査

業務委託契約については、随

意契約における結果公表の手

続についての認識が不足して

いたことによるものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解向

上を図るとともに、複数の職

員によるチェック体制を徹底

することにより再発防止に取
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物保安業務委託契約２件（契

約額計9,877,890円）につい

て、再度公告入札の不調によ

る随意契約の締結に当たり、

神奈川県財務規則運用通知に

定める見積合せを省略できる

要件に該当しないにもかかわ

らず、一者随意契約を行って

いた。 

４ 県立学校等自家用電気工作

物保安業務委託契約（契約額

5,940,000円）の締結に当た

り、契約日を令和３年４月13

日以降の日とすべきところ、

同月１日としていた。 

り組み、適正な事務執行に努

める。 

３ 県立学校等自家用電気工作

物保安業務委託契約２件を一

者随意契約としたことについ

ては、入札に係る関係規定の

認識が不足していたことによ

るものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、関係規定の理解向

上を図ることにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

４ 県立学校等自家用電気工作

物保安業務委託契約の契約日

の誤りについては、複数の職

員によるチェック体制が整っ

ていなかったことによるもの

である。 

今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

チェック体制を徹底すること

により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

指導部高校教

育課 

令和４年８月

１日（令和４

年６月７日職

員調査） 

（不適切事項） 

予算の執行において、デジタ

ル化対応産業教育装置整備事業

により整備する実習設備機器16 

点について、機器購入代計

110,806,993円と合わせて、

「（節）役務費」として執行さ

れ る べ き 保 守 点 検 料 計

28,414,540円（保守期間４年か

ら10年まで）を令和３年度予算

の「（節）備品購入費」として

県立高等学校11校に再配当して

いた。 

これにより、当該11校におい

て、保守点検料を誤った節で執

行していた。さらに当該保守点

検料は前金払できる経費ではな

いにもかかわらず、機器の購入

と合わせて複数年分を前金で支

払っていた。 

 

不適切事項については、機器

購入の内容や執行方法に関して

誤った認識をしていたこと及び

執行方法のチェック体制が不十

分であったことによるものであ

り、複数年分の前金払を行った

保守点検料については、確実な

履行を担保するため、原契約に

明示されていない事項を補完し

た覚書の締結に向けた調整を行

っている。 

今後は、このようなことがな

いよう、調達検討段階で所属及

び学校双方で仕様書案等が財務

規則等に沿っているかの確認な

どを行うことでチェック体制を

強化することなどにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 
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指導部保健体

育課 

令和４年８月

１日（令和４

年６月８日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和２年

度喫煙・飲酒・薬物乱用防止教

育研修講座に係る講師への謝礼

金１件、34,000円について、事

業実施後速やかに支払うべきと

ころ、著しく遅延した令和３年

９月に支払っていた。 

 

不適切事項については、担当

者に当該事務を一任し、複数の

職員で確認し合う体制がなかっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、事業担当者は、謝礼金

の支払が必要となる研修や会議

等の開催が決定次第、歳出予算

執行依頼票を起票し財務課へ提

出し、研修や会議等の開催伺い

を課内で回議した者は、事業担

当者に対し謝礼金の歳出予算執

行依頼票の起票を促し、また、

会計管理システムで支出未済一

覧を確認し、複数の職員による

確認体制を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

支援部子ども

教育支援課 

令和４年８月

１日（令和４

年６月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、令和３年

度「地域部活動推進事業及び地

域文化倶楽部(仮称)創設支援事

業」委託業務契約（精算額

554,066円）の締結に当たり、

教育委員会の所掌に係る事項に

関する契約を締結する権限が知

事から委任されていなかったに

もかかわらず、教育委員会教育

長名で契約を締結していた。 

 

不適切事項については、契約

事務担当者の職務権限に対する

認識不足や所属の確認体制が不

十分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな

いよう、教育委員会の所掌に係

る事項に関する契約を締結する

権限が知事から委任されていな

いことを契約事務担当者に対し

て定期的に周知するとともに、

予算執行担当者による確認体制

を強化することにより再発防止

に取り組み、適切な事務執行に

努める。 

支援部特別支

援教育課 

令和４年８月

１日及び同年

９月７日（令

和４年６月13

日職員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ 平塚盲学校・平塚ろう学校

スクールバス運行業務委託契

約（契約額9,619,500円）に

ついて、事前公募の対象とな

る専門的知識、経験、特殊な

技術等を有することが必要不

可欠な業務であるとは認めら

 

不適切事項の契約事務につい

ては、次のとおり措置した。 

１ 平塚盲学校・平塚ろう学校

スクールバス運行業務委託契

約については、事前公募方式

の要件の認識が教育局として

誤っていたことによるもので

ある。 

今後は、このようなことが
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れないため、競争入札を実施

すべきところ、事前公募を行

い、所属が予定していた事業

者と一者随意契約を締結して

いた。 

２ 特別支援学校が締結するス

クールバス運行業務委託契約

のうち車両の償却期間が満了

したものについて、事前公募

方式により受注者を決定する

よう、当該業務を実施する各

特別支援学校に通知してい

た。これにより、平塚養護学

校など特別支援学校13校にお

けるスクールバス運行業務委

託 契 約 17 件 （ 契 約 額 計

189,437,258円）に係る受注

者の選定に当たり、当該業務

が専門的知識等を有すること

が必要不可欠な業務であると

は認められないにもかかわら

ず、各学校が事前公募を行

い、予定していた事業者と一

者随意契約を締結していた。 

ないよう、令和４年９月20日

にスクールバス運行委託契約

を行っている特別支援学校に

対し、行政部財務課と連名で

不適切事項の周知を行うとと

もに、一般競争入札を行うよ

う通知した。また、新たな執

行方法を実施する際には、執

行方法について、教育局とし

て会計局に確認を行うことに

より再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

２ 特別支援学校が締結するス

クールバス運行業務委託契約

については、事前公募方式の

要件の認識が教育局として誤

っていたことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、令和４年９月20日

にスクールバス運行委託契約

を行っている特別支援学校に

対し、行政部財務課と連名で

不適切事項の周知を行うとと

もに、一般競争入札を行うよ

う通知した。また、新たな執

行方法を実施する際には、執

行方法について、教育局とし

て会計局に確認を行うことに

より再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

出先機関で認められた不適切事項 

監査実施 

箇 所 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

神奈川県教育

委員会教育局

学校事務セン

ター 

令和４年６月

28日（令和４

年５月16日か

ら同月18日ま

で職員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和３年

度分ＮＨＫ放送受信料１件、

13,650円について、支払期限ま

でに支払を行っていなかった。 

 

不適切事項については、執行

伺いの決裁から口座振替期日ま

で約１か月の期間があったこと

から担当者が手続を失念したこ

と及び所属としてのチェック体

制が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、執行日から支払日まで

日が空く場合には進行管理表に

目立つ印を付ける対策を施すと



5 

 

ともに、管理監督者を含めた所

属全体で定期的に進行状況を確

認するなど、組織的な進行管理

を徹底することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県立歴

史博物館 

令和４年６月

14日（令和４

年２月17日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、博物館情

報システム機器の賃貸借契約

（契約額6,210,600円）につい

て、債務負担行為としての議会

の議決を経ることなく、年度を

超えて契約を締結していた。 

 

不適切事項については、契約
事務の理解が十分でなく、長期

継続契約に該当するものと誤認

したことによるものである。 

 今後は、このようなことがな

いよう、契約事務に関する留意
点を所属内で共有し、複数の職

員による確認体制を強化するこ
とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

神奈川県立鶴

見総合高等学

校 

令和４年８月

17日（令和４

年５月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、シュレ

ッダー修理代ほか１件（支払

額計117,550円）の履行確認
に当たり、神奈川県財務規則

に基づく検査調書を作成して
いなかったにもかかわらず、

この場合に同規則により必要

とされる履行確認に関する記
録の作成等を行っていなかっ

た。 

２ 物品管理事務において、リ

ース期間の満了に伴い事業者

から無償譲渡を受けたエアコ

ン52台（価格計5,200円）に

ついて、物品取得手続が３月

を超えて遅れていた。 

 

 不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 契約事務については、履行
確認に関する記録の作成を適

切に行っているかの確認が不
十分であったことによるもの

である。 

今後は、このようなことが
ないよう、当該事案を校内に

周知するとともに、複数の職

員による確認体制を強化する
ことにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努め

る。 
２ 物品管理事務については、

当該物品の登録価格が消耗品
であったこともあり、物品取

得手続が必要との認識が欠如
していたことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが

ないよう、同規則に定められ

た物品管理事務に係る手続を

校内に周知することで所属の

物品管理に係る理解の向上を

図るとともに、複数の職員に

よる確認体制を強化すること

により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 
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神奈川県立神

奈川総合高等

学校 

令和４年８月

１日（令和４

年５月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和２年

度文化芸術教育支援事業に係る
講師謝礼金（１名分、160,000

円）について、履行確認後速や

かに支払うべきところ、著しく

遅延した令和３年11月に支払っ

ていた。 

 

不適切事項については、教職

員間の意思の疎通が図られなか
ったことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、執行状況確認表を作成

し、管理職を含めた複数の職員

による確認体制を強化すること
により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県立横

浜平沼高等学

校 

令和４年７月

８日（令和４

年５月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、機密文書

シュレッディング代１件、

88,000円について、政府契約の

支払遅延防止等に関する法律で

定められている期限までに支払

を行っていなかった。 

 

 不適切事項については、担当

者の支払期限に対する認識誤り

及び所属のチェック体制が不十

分であったことによるものであ

る。 

 今後は、このようなことがな
いよう、担当者、決裁者及び出

納員が支払期日を確認しその期

日の近いものに関しては担当者

から決裁者、出納員へ重ねて処
理期日を確認することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県立横

浜立野高等学

校 

令和４年８月

18日（令和４

年５月16日職

員調査） 

（不適切事項） 
契約事務において、一般廃棄

物収集運搬料（４月分）ほか 

22件（単価契約、支払額計
156,356円）並びに全国普通科

高等学校長会総会・研究協議会

参加費及び資料費１件、6,000 
円の履行確認に当たり、神奈川

県財務規則に基づく検査調書を
作成していなかったにもかかわ

らず、この場合に同規則により

必要とされる履行確認に関する
記録の作成等を行っていなかっ

た。 

 
 不適切事項については、履行

確認に対する認識が不十分であ

り、職場でのチェック体制も脆
弱であったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことがな
いよう、会計局作成の「会計事

務のチェックポイント」等に基
づき複数の職員による確認体制

を強化するとともに、定期的に

会計局発出通知の確認を行うこ
とや、職員全員が積極的に会計

実務の向上を図ることにより再
発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県立横

浜清陵高等学

校 

令和４年８月

19日（令和４

年５月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、全国普通

科高等学校長会総会・研究協議

会参加費等ほか１件、（契約額

計 457,000円）の履行確認に当

たり、神奈川県財務規則に基づ
く検査調書を作成していなかっ

たにもかかわらず、この場合に

同規則により必要とされる履行

確認に関する記録の作成等を行
っていなかった。 

 

不適切事項については、所属

としての確認が不十分であった

ことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認
体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 
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神奈川県立永

谷高等学校 

令和４年８月

19日（令和４

年５月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、廃液・廃

薬品の収集、運搬及び処理委託
業務代１件、47,146円の履行確

認に当たり、神奈川県財務規則

に基づく検査調書を作成してい

なかったにもかかわらず、この

場合に同規則により必要とされ
る履行確認に関する記録の作成

等を行っていなかった。 

 

不適切事項については、複数

職員による確認をしていたにも
かかわらず、履行確認に関する

記録の作成等が行われていない

ことを見過ごしたことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな
いよう、決裁過程において履行

確認に関する記録の作成等が行

われていることを、複数の職員

でチェックする体制を強化する

ことにより再発防止に取り組
み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県立保

土ケ谷高等学

校 

令和４年８月

９日（令和４

年５月16日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、新型コロ

ナウイルス感染症の感染防止の
ためのオンライン授業の開始に

伴い、家庭の通信環境が整わな

い生徒に対して貸与する通信Ｓ

ＩＭカードについて、令和２年
度に44名の生徒から貸与の申出

があったことから、貸与を希望

する生徒の状況を改めて確認す
ることなく、令和３年度も同程

度の枚数が必要だとして40枚を
調達したところ、19枚が全く利

用されないまま、オンライン授

業の終了に伴い解約されてい

た。これにより、利用実績がな
い通信ＳＩＭカードについて、

初回登録手数料62,700円並びに
令和３年９月分及び同年10月分

の使用料135,641円、計198,341

円を支払っていた。 

 

不適切事項については、通信

ＳＩＭカードの利用状況等につ
いての校内における情報共有と

調達枚数の検討が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、校内のＩＣＴシステム

の一層の活用を進め、情報共有

を促進することにより再発防止
に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県立二

俣川看護福祉

高等学校 

令和４年７月

14日（令和４

年４月19日職

員調査） 

（不適切事項） 
歳計外現金事務において、部

活動インストラクター謝金等に
係る所得税及び復興特別所得税

１件、6,832円について、法定

納期限内に納付を行っていなか

った。 

 
不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ
るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表を作成し、

複数の職員による確認体制を強

化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め
る。 

神奈川県立横

浜氷取沢高等

学校 

令和４年８月

８日（令和４

年５月23日職

員調査） 

（不適切事項） 
支出事務において、令和３年

５月分産業医報酬（１名分、

60,000円）及び定期健康診断補

助員手当（２名分、10,640円）
について、神奈川県立学校産業

医委嘱要綱等に定められた期限

 
不適切事項については、神奈

川県立学校産業医委嘱要綱等の

認識が不足していたことによる

ものである。 
 今後は、このようなことがな

いよう、事務室全体で同要綱等



8 

 

までに支払を行っていなかっ

た。 

の理解の向上を図るとともに、

各種支払期限については引継

ぎ・申送りの重点事項とすると
ともに、定期健康診断業務全体

を記した進行表を用いて、所要

事務の実施状況を把握・確認す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県立金

沢総合高等学

校 

令和４年６月

30日（令和４

年５月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、部
活動インストラクター謝礼に係

る所得税及び復興特別所得税２

件、10,350円について、法定納

期限内に納付を行っていなかっ

た。 

 

不適切事項については、進行
管理が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、支払進行管理表等によ

り関係職員全員が進行管理を徹

底することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め
る。 

神奈川県立港

北高等学校 

令和４年６月

30日（令和４

年５月24日職

員調査） 

（不適切事項） 
歳計外現金事務において、部

活動インストラクター謝礼等に

係る所得税及び復興特別所得税

１件、5,012円について、法定
納期限内に納付を行っていなか

った。 

 
 不適切事項については、担当
者の認識不足及び進行管理が不

十分であったことによるもので

ある。  
今後は、このようなことがな

いよう、執行状況確認表によ
り、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に
努める。 

神奈川県立岸

根高等学校 

令和４年６月

28日（令和４

年５月24日職

員調査） 

（不適切事項） 
収入事務において、教育財産

の目的外使用許可に係る使用料

１件、210円について、調定が
３月を超えて遅れていた。 

 
不適切事項については、担当

者が支線柱１本が存在するとこ

ろ、支線１条が存在すると思い
込み、令和３年度財産台帳価格

の改定及び許可・貸付けの取扱
いについて（通知）を誤認した

こと及び複数職員による確認体

制が不十分であったことによる
ものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、関係規定などについ

て、複数職員による確認体制を

強化することにより再発防止に

取り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県立市

ケ尾高等学校 

令和４年８月

17日（令和４

年５月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和２

年度文化芸術教育支援事業に
係る講師謝金１件、216,560

円について、支払が事業実施
後３月を超えて遅れていた。 

２ 契約事務において、令和２

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 
１ 支出事務については、進行

管理が不十分であったことに
よるものである。 
今後は、このようなことが
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年度文化芸術教育支援事業に

係る講師謝金１件、216,560

円の履行確認に当たり、神奈
川県財務規則に基づく検査調

書を作成していなかったにも

かかわらず、この場合に同規

則により必要とされる支出負

担行為に係る伺いへの履行確
認の月日の記載及び検査印の

押印をしていなかった。 

ないよう、講師等謝金支払管

理表を作成し、複数の職員に

よる確認体制を強化すること
により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

２ 契約事務については、所属

内の連絡体制が整えられてい

なかったことによるものであ
る。 

今後は、このようなことが

ないよう、事業の完了確認を

関係職員間で徹底し、管理職

が講師謝礼金等の会計処理の
進捗状況を確認するととも

に、講師等謝金管理表に基づ

き、神奈川県財務規則に定め
る履行確認の手続を事業実施

後、速やかに行うことにより

再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

神奈川県立荏

田高等学校 

令和４年７月

５日（令和４

年５月24日職

員調査） 

（不適切事項） 
財産管理事務において、第一

種電話柱１本及び支線１条に係

る教育財産の目的外使用許可に
ついて、事業者が許可申請せず

に設置していることを設置から
10年以上経過した令和３年８月

に認識したため、不当利得返還

請求権に基づく使用許可前の期

間に係る使用料相当額96,170円
のうち45,300円について、事業

者の消滅時効援用により徴収で
きなかった。 

 
不適切事項については、管理

する財産の確認が不十分であっ

たことによるものである。 
今後は、このようなことがな

いよう、管理する財産について
定期的に確認することにより再

発防止に取り組み、適正な事務

執行に努める。 

神奈川県立新

栄高等学校 

令和４年９月

９日（令和４

年５月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、データＳ

ＩＭ通信料（４月分）ほか11件
（支払額計77,880円）の履行確

認に当たり、神奈川県財務規則
に基づく検査調書を作成してい

なかったにもかかわらず、この

場合に同規則により必要とされ

る履行確認に関する記録の作成

等を行っていなかった。 

 

不適切事項については、履行

確認の認識が不足していたこと
によるものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、複数の職員による履行

確認記録若しくは執行伺いへの

記載の有無の確認体制を強化す

ることにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県立上

矢部高等学校 

令和４年６月

16日（令和４

年４月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、消防用設

備機器点検料（後期）１件、
157,630円の履行確認に当た

り、神奈川県財務規則に基づく

検査調書を作成していなかった

にもかかわらず、この場合に同
規則により必要とされる履行確

認に関する記録の作成等を行っ

 

不適切事項については、契約

書類のチェックが不十分であっ
たことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発
防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 
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ていなかった。 

神奈川県立金

井高等学校 

令和４年１月

18日及び同年

７月29日（令

和３年12月９

日職員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、次のとお

り誤りがあった。 

１ 新型コロナウイルス感染症
の感染防止のためのオンライ

ン授業の開始に伴い、家庭の

通信環境が整わない生徒に対

して貸与する通信ＳＩＭカー

ドについて、５名の生徒から
貸与の申出があったことに対

し、予備が２枚必要だとして

７枚を調達したところ、当該

２枚については全く利用され

ないまま、オンライン授業の

終了に伴い解約されていた。

これにより、利用実績がない
通信ＳＩＭカードについて、

初回登録手数料6,600円並び

に令和３年９月分及び同年10 

月分の使用料22,066円、計
28,666円を支払っていた。 

２ 機械警備業務委託契約（長

期 継 続 契 約 、 契 約 総 額
2,218,632円）について、校

舎耐震工事に伴い、警備対象
範囲を変更していたにもかか

わらず、契約を変更していな

かった。 

 

不適切事項の契約事務につい

ては、次のとおり措置した。 

１ 予備として調達した通信Ｓ
ＩＭカードが全く利用され

ず、本来支払う必要のない経

費を支払ったことについて

は、効率的な事務執行の理解

が不十分であったことによる
ものである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、令和４年度以降は

通信ＳＩＭカードを調達しな

いこととし、また、通信機器

の導入に当たっては事前に利

用計画の精査を行い、再発防
止に努めることにより、組織

が一体となって適正な事務執

行に努める。 

２ 変更契約を行っていなかっ
たことについては、仕様書の

確認が不十分であったことに

よるものであり、令和３年12
月15日に変更契約を締結し

た。 
今後は、このようなことが

ないよう、事前に契約書類の

確認を十分に行うことにより

再発防止に取り組み、組織が
一体となって適正な事務執行

に努める。 

神奈川県立松

陽高等学校 

令和４年８月

17日（令和４

年４月19日職

員調査） 

（不適切事項） 
１ 支出事務において、生理用

品収納用箱等購入代１件、

5,310円について、前渡金精
算報告が３月を超えて遅れて

いた。 
２ 契約事務において、生理用

品収納用箱等購入代１件、

5,310円の履行確認に当た

り、神奈川県財務規則に基づ

く検査調書を作成していなか

ったにもかかわらず、この場
合に同規則により必要とされ

る履行確認に関する記録の作
成等を行っていなかった。 

 
不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 支出事務については、複数
の職員による確認体制が不十

分であったことによるもので
ある。 

今後は、このようなことが

ないよう、前渡金の受領、支

払、精算報告のスケジュール

管理をし、複数職員による確

認体制を強化することにより
再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 
２ 契約事務については、複数

の職員による確認体制が不十

分であったことによるもので

ある。 
今後は、このようなことが

ないよう、前渡金の受領、支
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払、精算報告のスケジュール

管理をし、複数職員による確

認体制を強化することにより
再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

神奈川県立菅

高等学校 

令和４年８月

８日（令和４

年４月21日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、新型コロ

ナウイルス感染症の感染防止の

ためのオンライン授業の開始に

伴い、家庭の通信環境が整わな
い生徒に対して貸与する通信Ｓ

ＩＭカードについて、５名の生

徒から貸与の申出があったこと

に対し、予備が９枚必要だとし

て14枚を調達したところ、当該

９枚については全く利用されな

いままであった。これにより、
利用実績がない通信ＳＩＭカー

ドについて、初期事務手数料

9,900円及び令和４年１月分か

ら同年３月分までの利用料
89,157円、計99,057円を支払っ

ていた。 

 

不適切事項については、予備

分を含む需要の見込みを立てて

通信ＳＩＭカードを調達するこ

とはやむを得ないものと考えて
いたことによるものである。 

令和４年３月13日に利用中以

外の通信ＳＩＭカードの契約を

解約した。 

今後は、このようなことのな

いよう、需要が発生した時点で

速やかに通信ＳＩＭカードを調
達することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県立橋

本高等学校 

令和４年９月

14日（令和４

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和３
年11月分の通信ＳＩＭカード

の通信料金72,336円につい

て、支払期限までに支払を行
っていなかった。その結果、

滞納請求書の発行手数料とし

て220円を支払っていた。 
２ 契約事務において、新型コ

ロナウイルス感染症の感染防
止のためのオンライン授業の

開始に伴い、家庭の通信環境

が整わない生徒に対して貸与
する通信ＳＩＭカードについ

て、貸与を希望する生徒の状
況を改めて確認することな

く、令和２年度の貸与実績に

基づき再配当を受けた予算額

の範囲内で調達可能であった

68枚を令和３年９月に調達し

たところ、63枚については全
く利用されないままとなって

いて、同月30日にオンライン
授業が終了したことに伴い同

年10月29日に53枚を解約して

いたが、残りの10枚について

は、その後も契約を継続して
いた。また、貸与した５枚に

ついては、オンライン授業以

 

 不適切事項については、次の
とおり措置した。 

１ 支出事務については、支払

方法について振込用紙で支払
うべきところ口座振替と勘違

いしていたことと、支払手続

に関する進行管理が不十分で
あったことによるものであ

る。 
今後は、このようなことが

ないよう、複数の職員による

確認体制を取り進行管理表を
作成することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行
に努める。 

２ 契約事務については、生徒

の家庭のネットワーク環境の

通信状況について事前確認を

行うことなく、通信ＳＩＭカ

ードを調達したことによるも
のであり、使用実績がないに

もかかわらず契約を継続して
いた通信ＳＩＭカードについ

ては、令和４年７月29日に解

約した。 

今後は、このようなことが
ないよう、所属内での情報共

有、事前確認を行うことによ
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外には使用実績がないにもか

かわらず、その後も契約を継

続していた。これらにより、
貸与実績がない通信ＳＩＭカ

ード63枚のうち、令和３年10

月に解約した53枚について

は、初回登録手数料174,900

円並びに同年９月分及び同年
10月分の使用料337,825円、

その後も契約を継続していた

10枚については、初回登録手

数料33,000円及び同年９月分

から令和４年３月分までの使
用料304,805円、貸与実績が

ある５枚については、令和３

年10月分から令和４年３月分
までの間の使用料 144,627

円、計995,157円を支払って

いた。 

り再発防止に取り組み、組織

が一体となって適正な事務執

行に努める。 

神奈川県立相

模原総合高等

学校 

令和４年７月

11日（令和４

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、令和３年
度県立学校人権教育校内研修会

の講師謝礼（１名分30,000円）

の支払が履行確認後３月を超え
て遅れていた。 

 

 不適切事項については、進行
管理が不十分であったことによ

るものである。 

 今後は、このようなことがな
いよう、支払漏れがないかを複

数の職員が定期的に確認するこ
とにより再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

神奈川県立城

山高等学校 

令和４年８月

17日（令和４

年４月28日職 

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、新型コロ

ナウイルス感染症の感染防止の
ためのオンライン授業の開始に

伴い、家庭の通信環境が整わな
い生徒に対して貸与する通信Ｓ

ＩＭカードについて、生徒から

の申出に基づかずに、令和３年
９月及び同年10月においては24

枚、同年11月から令和４年３月
までの間においては５枚が必要

だとして調達したところ、貸与

した通信ＳＩＭカードは２枚で

あり、令和３年９月及び同年10

月は22枚、同年11月から令和４

年３月までは３枚の通信ＳＩＭ
カードについては全く利用され

ないまま、オンライン授業の終
了に伴い解約されていた。これ

により、利用実績がない通信Ｓ

ＩＭカードについて、初回登録

手数料72,600円及び令和３年９
月分から令和４年３月分までの

使用料287,683円、計360,283円

 

不適切事項については、生徒

に対して家庭のネットワーク環
境の通信状況について事前確認

を行うことなく通信ＳＩＭカー
ドを調達したことによるもので

ある。 

今後は、このようなことがな
いよう、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のためオンライン
を活用した授業を行うことが必

要とされた際には、生徒の家庭

のネットワーク環境の通信状況

について十分調査し、生徒から

の申出がない場合には通信ＳＩ

Ｍカードの調達を行わないこと
を関係する職員に周知すること

により再発防止に取り組み、適
正な事務執行に努める。 
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を支払っていた。 

神奈川県立相

模原高等学校 

令和４年８月

31日（令和４

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、共架

電線（共架する電柱３本）に係

る教育財産の目的外使用許可
（使用料3,960円）について、

許可期間の開始日を遡って許可

を行っていた。 

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 
今後は、このようなことがな

いよう、執行状況確認票を作成

し、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に
努める。 

神奈川県立相

模原弥栄高等

学校 

令和４年９月

２日（令和４

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 予算の執行において、消防

用設備等保守点検業務契約

（支出額184,874円）及び歯

科検診用器材賃借料（4,290 

円）について、あらかじめ支

出負担行為の決裁を受け、発

注書を送付すべきところ、い
ずれもこれらの手続を行わず
に業務を実施させていた。 

２ 歳計外現金事務において、

日本語を母語としない生徒支
援者謝礼金等に係る所得税及

び復興特別所得税６件、
14,053円について、法定納期

限内に納付を行っていなかっ

た。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 予算の執行については、担

当者の失念及び手続の誤認が

あったことによるものであ

る。 

今後は、このようなことが
ないよう、判断に迷う事案に
ついては担当者のみで判断せ

ず必ず予算担当者に事前相談

することをルールとすること
により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 
２ 歳計外現金事務について

は、担当者が支払確定処理を

行う必要があることについて
認識していなかったことによ

るものである。 

今後は、このようなことが
ないよう、グループウェアに

支払期限等を記載しグループ
内でチェックを行うことによ

り再発防止に取り組み、適正

な事務執行に努める。 

神奈川県立上

鶴間高等学校 

令和４年７月

12日（令和４

年５月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

物品管理事務において、購入
により取得したテレビ１点（価

格 49,280円）について、消耗
品として取り扱うべきところ、

備品として登録していた。 

 

不適切事項については、物品
管理事務についての認識が不十

分であったことによるものであ
り、令和４年５月18日に備品と

しての登録を取り消した。 

今後は、このようなことがな

いよう、物品管理事務に係る規

定や知識を共有するとともに、

複数の職員による確認体制を強
化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 
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神奈川県立津

久井浜高等学

校 

令和４年８月

22日（令和４

年３月25日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、共架

電線等に係る教育財産の目的外
使用許可について、誤って、別

に許可している電話柱３本（使

用料は免除）を含めた上で、使

用料を免除せずに許可してい

た。これにより使用料１件、
5,040円を過大に徴収してい

た。また、支線３本についての

許可を行っていなかった。 

 

不適切事項については、管理

する電話柱の確認が不十分であ
ったことによるものであり、支

線３本については、既に交付済

みの許可書を業者から取り寄

せ、錯誤した許可内容を追記訂

正（支線と錯誤した電話柱３本
は削除し、支線３本を追記）の

上、令和４年４月13日に訂正後

の許可書を改めて交付し、過大

に徴収していた使用料について

は、令和４年４月22日に還付し
た。 

今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認
体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

神奈川県立横

須賀南高等学

校 

令和４年８月

25日（令和４

年５月11日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、新型コロ
ナウイルス感染症の感染防止の

ためのオンライン授業の開始に

伴い、家庭の通信環境が整わな
い生徒に対して貸与する通信Ｓ

ＩＭカードについて、30名の生
徒から貸与の申出があったが、

令和２年度と同程度の枚数が必

要であるとして予備分30枚を含

む60枚を調達したところ、予備
分30枚については全く利用され

ないまま、オンライン授業の終
了に伴い57枚を解約していた。

また、残りの３枚については非

常時の予備として令和４年６月

まで契約を継続していたが、全
く利用されていなかった。これ

らにより、利用実績がない通信

ＳＩＭカードについて、初回登

録手数料99,000円並びに令和３

年９月分から令和４年３月分ま
で の 使 用 料 356,895 円 、 計

455,895円を支払っていた。 

 

不適切事項については、職員
間の情報共有及び進行管理が不

十分であったことによるもので

あり、契約を継続していた３枚
については、令和４年７月30日

に契約を解除した。 
今後は、このようなことがな

いよう、予備として確保せず、

貸与枚数が確定してから調達す

るよう調達方法を見直すととも
に、契約内容や使用状況につい

て職員間の情報共有と進行管理
を徹底することにより再発防止

に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県立平

塚農商高等学

校 

令和４年８月

25日（令和４

年５月10日職

員調査） 

（不適切事項） 
契約事務において、昇降機保

守点検業務委託契約（契約額
1,782,000円）について、指名

競争入札における入札者が１者

のみであり入札が不成立となっ

たため、別の競争者を指名する
などして新たな競争入札を行う

べきところ、これを行わず、随

 
不適切事項については、指名

競争入札が不成立となった場合
の関係規定の認識不足によるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、関係規定の理解の向上
を図るとともに、複数の職員に

よる確認を徹底することにより
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意契約を行っていた。 再発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

神奈川県立平

塚湘風高等学

校 

令和４年８月

18日（令和４

年４月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 支出事務において、令和３

年５月分プール用上下水道使
用料1,509円の支払に当た

り、口座振替指定日までの支

出手続を行っていなかった。

これにより、前渡金受領職員

公共料金口座の残高不足が生
じたため、上下水道使用料

106,771円の口座振替が行わ

れず、納期限である口座振替

指定日より後に支払われるこ

ととなった。 

２ 歳計外現金事務において、

外国につながりのある生徒へ
の学習支援員に対する報償費

等に係る所得税及び復興特別

所得税１件、4,601円につい

て、法定納期限内に納付を行
っていなかった。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 
１ 支出事務については、上下

水道使用料の支払に当たり、

プール使用分を合算しなかっ

たことによるものである。 

 今後は、このようなことが
ないよう、複数職員による確

認体制を強化することにより

再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

２ 歳計外現金事務について

は、進行管理が不十分であっ

たことによるものである。 
  今後は、このようなことが

ないよう、進行管理表による

複数職員での確認体制を強化

することにより再発防止に取
り組み、適正な事務執行に努

める。 

神奈川県立深

沢高等学校 

令和４年９月

８日（令和４

年４月15日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、次の
とおり誤りがあった。 

１ 共架電線に係る教育財産の

目的外使用許可１件につい
て、令和３年４月１日までに

許可すべきところ、これを行

わなかったため、許可がない
まま共架電線が設置されてい

た。なお、その後、同年７月
27日に翌月を始期とする許可

を行っていた。 

２ 共架電線に係る教育財産の
目的外使用許可１件につい

て、行政財産の用途又は目的
を妨げない限度における使用

に係る使用料に関する条例の

一部改正に伴う使用料の改定

に係る変更許可を令和３年４

月１日までに行うべきとこ

ろ、許可期間の開始日を遡っ
て許可を行っていた。 

 

不適切事項の財産管理事務に
ついては、次のとおり措置し

た。 

１ 目的外使用許可を行わない
まま共架電線が設置されてい

たことについては、財産管理

事務の運用規定などの認識が
不十分であったことによるも

のである。 
 今後は、このようなことが

ないよう、担当業務の日程を

事務職員共有のスケジュール
表に記載し、進行状況を把握

すること、また複数の職員で
確認する体制を強化すること

により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

２ 許可期間の開始日を遡って

許可を行っていたことについ

ては、行政財産の用途又は目
的を妨げない限度における使

用に係る使用料に関する条例
の一部改正による確認が不十

分であったことによるもので

ある。 

今後は、このようなことが
ないよう、主任・副主任の相

互の確認体制を整えることに
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より再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県立藤

沢西高等学校 

令和４年６月

23日（令和４

年４月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、空調機器

保守管理業務委託契約（契約額
4,504,500円）について、最低

制限価格を設ける場合には、そ

の旨を公告事項とする必要があ

るにもかかわらず、これを行わ

ないまま入札を執行し、最低制
限価格未満の価格により入札し

た者を失格としていた。 

 

不適切事項については、担当

者の認識不足及び複数職員によ
る確認が不十分であったことに

よるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、入札執行手続に対する

理解の徹底を図り、複数の職員
による確認体制を強化すること

により再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県立藤

沢清流高等学

校 

令和４年８月

23日（令和４

年５月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 収入事務において、令和２

年度第１期分授業料１件、

29,700円について、就学支援

金から授業料に充当すべきと

ころ、誤って保護者から徴収
しており、還付処理を行うま
でに誤徴収した日から１年を

超える期間を要していた。 

２ 契約事務において、機械警
備業務委託契約（契約額

409,200円、契約期間：令和
３年４月１日から令和４年３

月31日まで）について、校舎

耐震工事に伴い、警備対象範
囲を変更していたにもかかわ

らず、契約を変更していなか

った。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 

１ 収入事務については、授業

料徴収対象を整理する元資料

の作成時に、就学支援金の支
給認定結果からの転記誤りを
複数名の目検だけでは検出で

きなかったことによるもので

ある。授業料の徴収・充当
は、誤った元資料どおりに手

続が完了し、誤徴収の判明
は、令和３年６月17日に別件

で問合せた際の保護者からの

申し出によるもので、返金は
同年９月10日に完了した。 

 今後は、このようなことが

ないよう、システム的にチェ
ックする方法として、システ

ムからの出力データを元に資
料作成及び点検することと

し、再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 
２ 契約事務については、契約

変更手続にかかる進行管理が
不十分であったことによるも

のである。 

  今後は、このようなことが

ないよう、契約及び契約変更

がある場合の進行管理を適切

にスケジュール管理すること
により再発防止に取り組み、

適正な事務執行に努める。 

神奈川県立厚

木高等学校 

令和４年７月

５日（令和４

年４月14日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、教育

財産の目的外使用許可の手続を

行わないまま電話柱に共架電線
が共架されているものがあっ

た。これにより、令和３年度の

 

不適切事項については、管理

する財産の確認が不十分であっ

たことによるものであり、令和
４年５月31日に使用許可を行

い、徴収不足分については、令



17 

 

共架電線に係る使用料３件、

3,960円が徴収不足であった。 

和４年８月２日に収入した。  

今後は、このようなことがな

いよう、事業者に対して共架物
に係る照会を実施するととも

に、複数の職員による確認体制

を強化することにより、適正な

事務執行に努める。 

神奈川県立厚

木商業高等学

校 

令和４年８月

５日（令和４

年４月27日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、神奈川

県立厚木商業高等学校物品運
搬業務契約ほか１件（契約額

計4,262,500円）の履行確認

に当たり、神奈川県財務規則

に基づき検査調書を作成しな

ければならない場合に該当す

るにもかかわらず、これを作

成していなかった。 
２ 物品管理事務において、工

事により取得したデジタルパ

ワーアンプ等備品３点（価格

計1,463,000円）について、
出納の通知や備品台帳への記

録など神奈川県財務規則に定

める物品の出納及び管理に係
る手続を行っていなかった。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 
１ 契約事務については、検査

調書を作成しなければならな

いという認識が不足していた

ことによるものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、契約ごとに契約事

務についての規定の確認を行
い、執行伺いには根拠規定を

添付することをルール化し適

正な事務執行であるかの確認

を複数の職員で行う。   
２ 物品管理事務については、

工事に伴い備品を取得したこ

とについて認識が不足してい
たものであり、取得した備品

３点については令和４年６月
９日に誤謬訂正した。 

  今後は、このようなことが

ないよう、備品台帳への記録

を適時適正に行うことにより
再発防止に取り組み、適正な

事務執行に努める。 

神奈川県立厚

木西高等学校 

令和４年７月

11日（令和４

年４月27日職

員調査） 

（不適切事項） 
歳計外現金事務において、部

活動インストラクター謝礼に係

る所得税及び復興特別所得税１
件、4,949円について、法定納

期限内に納付を行っていなかっ
た。 

 
不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 
今後は、このようなことがな

いよう、事務室内の月間予定表
に所得税等の支払予定日を表示

して、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行

に努める。 

神奈川県立大

和東高等学校 

令和４年６月

16日（令和４

年４月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、部

活動インストラクター謝金に係
る所得税及び復興特別所得税１

件、1,150円について、法定納

期限内に納付を行っていなかっ

た。 

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ
るものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、進行管理表については

グループウエアにより複数の職
員の予定を同時に反映させ、進

行管理表の情報共有及び複数の
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職員による確認体制を強化する

ことにより、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県立中

央農業高等学

校 

令和４年９月

２日（令和４

年４月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

財産管理事務において、共架
電線14本に係る教育財産の目的

外使用許可について、事業者が

許可申請せずに設置しているこ

とを設置から10年以上経過した

令和３年３月に認識したため、
不当利得返還請求権に基づく使

用許可前の期間に係る使用料相

当額520,085円のうち220,989円

について、事業者の消滅時効援

用により徴収できなかった。 

 

不適切事項については、管理
する財産の確認が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、管理する財産について

複数の職員による定期的な確認
を行うことにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県立綾

瀬高等学校 

令和４年６月

28日（令和４

年４月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、会議室エ

アコンの購入代１件、330,000

円について、政府契約の支払遅
延防止等に関する法律で定めら
れている期限までに支払を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、未決

裁書類の管理が不十分であった

ことによるものである。 
今後は、このようなことがな

いよう、支払手続の期限につい

て事務職員全員に周知するとと

もに、複数の職員による確認体
制を強化することにより再発防

止に取り組み、適正な事務執行
に努める。 

神奈川県立大

井高等学校 

令和４年７月

19日（令和４

年４月27日職

員調査） 

（不適切事項） 
歳計外現金事務において、部

活動インストラクター謝金等に

係る所得税及び復興特別所得税
２件、2,431円について、法定

納期限内に納付を行っていなか

った。 

 
不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 
今後は、このようなことがな

いよう、執行状況確認表を作成

して進行管理を行い、出納員の
確認を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執
行に努める。 

神奈川県立吉

田島高等学校 

令和４年７月

５日（令和４

年４月27日職

員調査） 

（不適切事項） 
収入事務において、教育財産

の目的外使用許可に係る使用料

２件、6,600円について、調定
が３月を超えて遅れていた。 

 
不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 
今後は、このようなことがな

いよう、複数の職員による確認
体制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務執

行に努める。 

神奈川県立平

塚盲学校 

令和４年７月

12日（令和４

年５月10日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、学校給食

調理場における定期検査に係る

検査員謝礼金１件、10,000円の

支払が履行確認後３月を超えて
遅れていた。 

 

不適切事項については、事業

担当と執行担当双方の確認不足

によるものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、事業実施計画を確認の

上、日程のカレンダーへの記載
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による執行スケジュールの視覚

化などにより再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県立横

浜南養護学校 

令和４年８月

22日（令和４

年５月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、災害用
浄水器保守点検業務委託１

件、33,000円及び令和３年４

月分から同年６月分までの

新・転入職員に係る抗体検査

及び予防接種料ほか３件（単
価契約、支払額計 501,600

円）の履行確認に当たり、神

奈川県財務規則に基づく検査

調書を作成していなかったに

もかかわらず、この場合に同

規則により必要とされる履行

確認に関する記録の作成等を
行っていなかった。 

２ 物品管理事務において、購

入により取得したグロッケン

及び文化琴（価格計136,950
円）について、出納の通知や

備品台帳への記録など神奈川

県財務規則に定める物品の出
納及び管理に係る手続を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、次の
とおり措置した。 

１ 契約事務については、履行

確認に関する記録の作成等を

行う必要があることを担当者

は了知していたものの、本件
については失念していたこと

及び複数職員による確認体制

が不十分であったことによる

ものである。 

今後は、このようなことが

ないよう、契約事務に係る規

定や知識を共有できるよう根
拠規定の記載や添付を心掛

け、複数の職員による確認体

制を強化することにより再発

防止に取り組み、適正な事務
執行に努める。 

２ 物品管理事務については、

物品担当者による備品に関す
る事務処理を失念したこと及

び複数職員による確認体制も
不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことが

ないよう、物品管理事務に係
る規定や知識を共有できるよ

う根拠規定の記載や添付を心
掛け、複数の職員による確認

体制を強化することにより再

発防止に取り組み、適正な事

務執行に努める。 

神奈川県立金

沢養護学校 

令和４年６月

28日（令和４

年５月23日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、高等部Ｂ
部門２年校外学習に係る入場料

７件、10,500円について、予期

できた経費であったため、資金

前渡により支払うべきところ、

職員が立て替えて支払ってい

た。 

 

不適切事項については、資金
前渡の依頼手続の失念及び所属

内での情報共有が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがな

いよう、資金前渡の手続につい

て、所属内での連携を取りつ
つ、複数職員による確認を行う

ことにより再発防止に取り組
み、適切な事務執行に努める。 

神奈川県立中

原養護学校 

令和４年５月

26日（令和４

年３月25日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、歯

科保健指導の謝金に係る所得税
及び復興特別所得税１件、54円

について、法定納期限内に納付

 

不適切事項については、会計

管理システムへの口座名義の誤
入力について確認が不十分であ

ったことによるものである。 
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を行っていなかった。 今後は、このようなことがな

いよう、執行書類に振込先口座

を確認できる資料を添付し、複
数の職員による確認体制を強化

することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県立麻

生養護学校 

令和４年８月

23日（令和４

年５月26日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、寝台用エ

レベータ定期点検保守業務委託
契約（契約額976,800円）の締

結に当たり、神奈川県財務規則

運用通知に定める見積合せを省

略できる要件に該当しないにも

かかわらず、一者随意契約を行

っていた。 

 

不適切事項については、点検

できる業者が一者のみであると
判断し、複数の職員による確認

も不十分であったことによるも

のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、神奈川県財務規則に定

める契約手続の確認を徹底し、

複数の職員による確認体制を強
化することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県立鎌

倉養護学校 

令和４年８月

２日（令和４

年５月19日職

員調査） 

（不適切事項） 

支出事務において、厨房機器

点検清掃料ほか２件、372,350
円について、政府契約の支払遅

延防止等に関する法律に定めら
れている期限までに支払を行っ

ていなかった。 

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ
るものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、執行状況確認表を作成

し、複数の職員による確認体制

を強化することにより再発防止
に取り組み、適正な事務執行に

努める。 

神奈川県立茅

ケ崎養護学校 

令和４年７月

５日（令和４

年４月20日職

員調査） 

（不適切事項） 

１ 契約事務において、スクー

ルバス運行業務委託契約３件
（契約額計46,044,460円）の

締結に当たり、履行遅滞に係
る違約金の率及び賠償金等の

徴収に係る遅延利息の率につ

いて、神奈川県財務規則第33
条第１項に基づき定められた

率である年2.5％とすべきと
ころ、年2.6％としていた。 

２ 物品管理事務において、購

入により取得した物置備品４

点（価格計484,000円）につ

いて、備品台帳への記録など

神奈川県財務規則に定める物
品の管理に係る手続を行って

いなかった。 

 

不適切事項については、次の

とおり措置した。 
１ 契約事務については、契約

締結時の確認が不十分であっ
たことによるものであり、令

和４年10月27日に契約書を修

正した。 
今後は、このようなことが

ないよう、契約締結時に利息
の率の改正の有無に留意し、

複数の職員による確認を徹底

することにより再発防止に取

り組み、適正な事務執行に努

める。 

２ 物品管理事務については、
神奈川県財務規則の理解が不

十分であったことによるもの

であり、令和４年11月４日に

当該物置を会計管理システム
の物品サブシステムに登録し

た。 
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今後は、このようなことが

ないよう、同規則及び関連規

定の理解の向上を図ることに
より再発防止に取り組み、適

正な事務執行に努める。 

神奈川県立座

間養護学校 

令和４年６月

21日（令和４

年４月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、学

校歯科保健指導謝金に係る所得

税及び復興特別所得税１件、

1,428円について、法定納期限
内に納付を行っていなかった。 

 

不適切事項については、進行

管理が不十分であったことによ

るものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、共有の行事予定表に所

得税納付日の予定を記載し、複

数の職員による確認体制を強化

することにより再発防止に取り

組み、適正な事務執行に努め

る。 

神奈川県立あ

おば支援学校 

令和４年８月

31日（令和４

年５月24日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、厨房用ス

チームコンベクションオーブン
修理代１件、44,000円の履行確
認に当たり、神奈川県財務規則

に基づく検査調書を作成してい

なかったにもかかわらず、この
場合に同規則により必要とされ

る支出負担行為に係る伺いへの
履行確認の月日の記載及び検査

印の押印をしていなかった。 

 

不適切事項については、担当

者による失念及びチェック機能
が不十分であったことによるも
のである。 

今後は、このようなことがな

いよう、担当者及び回議者によ
る確認を徹底して行うことによ

り再発防止に取り組み、適正な
事務執行に努める。 

神奈川県立相

模原中央支援

学校 

令和４年８月

31日（令和４

年４月28日職

員調査） 

（不適切事項） 

歳計外現金事務において、給

食調理場定期検査謝礼金に係る
所得税及び復興特別所得税１

件、1,800円について、法定納

期限内に納付を行っていなかっ
た。 

 

不適切事項については、担当

者が納付期限日に他の業務に忙
殺され銀行の営業時間内に納付

できず、所属としてのチェック

体制も不十分であったことによ
るものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、事務室内に前月・当

月・翌月の予定表を掲示した。

これにより、職員同士の業務や
服務の状況を確認できるように

なり、情報共有とチェック体制
が強化された。また、講じた措

置に基づき、再発防止に取り組

み、適正な事務執行に努める。 

神奈川県立え

びな支援学校 

令和４年９月

９日（令和４

年４月22日職

員調査） 

（不適切事項） 

契約事務において、一般廃棄

物収集運搬委託契約（単価契

約、38.5円／１ｋｇ、契約期

間：令和３年４月１日から令和
４年３月31日まで）の締結に当

たり、契約日が令和３年４月13
日であるにもかかわらず、契約
の効力について遡及条項を設け

 

不適切事項については、契約

書作成時の確認が不十分であっ

たことによるものである。 

今後は、このようなことがな
いよう、複数の職員による確認

体制を強化することにより再発
防止に取り組み、適正な事務執
行に努める。 
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ることなくその効力を遡及させ

ていた。 

 


